
審議会等の議事の要旨（要点） 

（基本情報） 

会議名称 令和７年度立川市いじめ防止対策審議会（第１回） 

開催日時 令和７年 10 月６日（月曜日）10 時 30 分 ～ 12 時 00 分 

開催場所 立川市役所本庁舎 2 階 208・209 会議室 

次第 1．教育委員会挨拶 

2．いじめ防止対策事業等の実施状況について  

(1) 令和７年度の主な取組について 

 (2) 令和７年度 第１回いじめ解消・暴力根絶旬間における調

査結果について 

3．本市におけるいじめ問題の対応報告 

 (1) いじめ悩み相談レターについて 

 (2) 市内のいじめ事案について 

（3）その他 

4．事務連絡 

配布資料 ・立川市いじめ防止対策審議会規則 

・委員名簿  

・立川市いじめ防止基本方針（第二次改訂）  

・令和７年度「子どもたちの豊かな学校生活のために～いじめ

解消・暴力根絶旬間（第１回）～」の取組結果について  

・いじめ重大事態の調査に関するガイドラインチェックリスト  

出席者  ［委員］ 

 （会長）小林 幹夫  

 （副会長）坂倉 渉太 

（委員）荒 小百合・岩元 喜代子・宮本 直樹 

［事務局］ 

教育部長・指導課長・統括指導主事・指導主事・指導係主任 

公開及び非公開  公開 

傍聴者数  2 人 

会議結果  1. 教育委員会挨拶 

 教育長より挨拶を行った。 

2. いじめ防止対策事業等の実施状況について 

(1) 令和７年度の主な取組について 

  心理調査分析結果に基づく児童・生徒の心のケアについて、

学校内で調査結果の活用方針や実施主体を明確化し、有効活

用を図るよう意見があった。また、いじめ対応サポーターの

事業終了に伴い、今後も必要な業務を継続できるように校内

体制を検討するよう意見があった。 



(2) 令和７年度第１回いじめ解消・暴力根絶旬間における調査

結果について 

  いじめの内容だけでなく、いじめの期間の長さも子どもに大

きな影響を与えることを考慮して取り組むよう意見があっ

た。また、いじめの認知件数が０件の学校があったことにつ

いて、いじめの些細なきっかけも見逃さないことの重要性が

論じられた一方、件数の少ない学校の取組を他校へ共有して

いくこと、校長会等、市全体での取組体制を充実するよう意

見があった。 

3．本市におけるいじめ問題の対応報告 

(1) いじめ悩み相談レターについて ※非公開 

(2) 市内のいじめ事案について ※非公開 

（3）その他 ※非公開 

4. 事務連絡 

   次回審議会について連絡を行った。 

担当   教育委員会事務局教育部 指導課  

電話：042-523-2111（内線 2485） 

 


